第３５回日本クラブユース(U-18)サッカー選手権大会・東北予選
第１８回「東北クラブユース（U-18）サッカー選手権大会」
大会要項
趣　　旨
本大会は（財）日本サッカー協会の指導の下、クラブユースサッカーの
健全なる発展を目指し、連盟加盟チームの相互交流と競技力水準の向上
を図るとともに、いっそうの育成・強化に努めることを目的とする。

主　　催　　　　東北クラブユースサッカー連盟

共　　催　　　　東北サッカー協会

主　　管
東北クラブユースサッカー連盟

規律委員　　　　東北クラブユースサッカー連盟規律委員会

　　　　　　　　　および　当該試合の本部担当チーム責任者
期　　日
予選ラウンド　６月１１日（土）　～　７月１０日（日）
会　　場
岩手県、宮城県の各地
参加資格
・平成２３年度に日本サッカー協会に２種登録すると共に、日本クラブ

ユースサッカー連盟に加盟したＵ－１８年代のチームであること。
・上記チームのうち１１名以上の２種登録選手を保有し、なおかつ同一クラブ内の３種登録選手を合せて１５名以上の選手で構成されたチームであること。（上記の「同一クラブ」とは、ＪＦＡクラブ申請を承認された場合を意味する。）
登録期限　　　　出場選手は下記の期日までに大会実施委員長まで届け出ること。

選手一次登録期限　　　　　　　　６月５日（日）

　　　　　　　選手追加および変更期限　　　　　６月８日（水）
参加料
３００００円（Ｃ女川への宿泊支援金を含む）
試合球
近年のＪリーグや国際試合で使用されたボールと同等品。
審判員　　　　予選ラウンド＝帯同審判が担当
　　　　　　　　決勝リーグ　＝主審のみ東北協会、その他は帯同審判が担当
　　　　　　　　
昇　　格
各組の上位２チームは「決勝ラウンド昇格チーム決定戦」に出場する。
　　　　　　　　決定戦は、各組間の１位－２位が対戦する
　　　　　　　　（決勝ラウンドもシードチームどうしの対戦から、６月１１日に開始。）

競技規程

１　競技規則は、２０１０～２０１１年度の「日本サッカー協会競技規則」を適用する。

　　
２　試合時間は、４０分ハーフ（休憩１０分）とし、同点の場合は引き分けとする。

３　各リーグ戦の順位は、下記の項目を①から優先的に比較して決定する。

①勝ち点（勝ち＝３、引き分け＝１、負け＝０）

②得失点差

③総得点

④直接対戦の結果

⑤抽選

４　不戦試合は「５－０」と記録する。（失格とはしない。）

　　没収試合は「３－０」と記録するが、試合中断時点での得失点差がそれを上回る場合には、それを適用する。（失格とはしない。）
　　不戦試合、没収試合の原因となったチームの処分は当大会の規律委員会に諮る。

５　出場選手は事前に届け出た選手の中から、各試合ごとに２０名以内を登録する。
選手交代は４名以下とする。

６　選手の資格確認は選手証（写真添付）をもって行う。

但し、登録手続きが完了しているにもかかわらず、チーム全体の選手証が未到着の

場合に限り「Ｗｅｂ登録の完了を証明できる画面のコピー＋写真付身分証明書」での
代用を認める。　＊個々人のケースには適用しない。

７　特にマッチコーディネーション・ミーティングは行わないが、出場チームは６０分前
　　の会場到着を心掛け、以下の点を対戦相手および本部役員と確認すること。

　　・ユニフォームの色
・出場停止選手の有無
８　ユニフォームは、ＦＰ用・ＧＫ用とも登録した正副２種類を持参すること。

対戦チーム同士が協議・決定し、主審に報告して許可を得るものとするが、
協議が不調の場合は、主審（または大会役員）の権限で決定する。

　　（競技不調の場合、ユニフォームを１種類しか持参しないチームは不戦敗となる。）

９　メンバー表の提出は試合開始４０分前とし、記載選手全員の選手証も提出する。

　　アップ時の負傷等による先発選手の変更は、試合開始１０分前までは認められるが、

　　それを過ぎてからの変更は交代とみなし、交代用紙を用いて行なうこと。　
10　試合開始５分前に選手の招集を行い、選手証の写真による本人確認を行なう。

　　試合開始時刻に、７名未満の選手しか会場に到着していないチームは不戦敗とする。
　　（その後の処分は、本大会規律委員会で決定する。）
11 試合中にベンチおよびテクニカルエリア内に入ることの出来るチーム役員は、事前に登録した役員・スタッフのうち、当日届け出た５名以内の者とする。

チーム役員による試合中の指示は、その都度1名のみが立ち上がって、テクニカル

エリアより行なうものとする。　したがって、
　　→　複数の役員が同時に指示を出してはならない。

→　着席のまま、指示を出してはならない。

　　　　→　判定への異議などベンチでの無責任な行動・態度は、役員・選手を問わず
処分の対象となる。

12　累積警告が２回に及んだ選手・役員は同一ラウンドの次の１試合に参加できない。

（予選ラウンドでの警告処分は、決勝ラウンドには持ち越さない。）

13　退場処分を受けた選手・役員は、自動的に次の公式戦１試合に参加できない。

→　出場停止試合数が１試合の場合は、他の種別の試合に限り出場できる。
　　（本大会の処分は、あくまでも本大会で消化する。）

→　出場停止試合数が２試合以上の場合は、本大会で消化されるまで、いかなる試合

にも出場できない。

　　退場処分による出場停止試合数が２試合以上の場合は、本大会規律委員会より通知を

行い、東北サッカー協会規律委員会で決定する。
14　謝礼　　帯同審判　　　　主審＝２千円、　副審＝１千円／１人、
　　　
協会派遣の場合　主審＝４千円、　副審＝２千円、

　　交通費　協会派遣審判には２千円を支払う。

　　　　　　
日当　　試合のないチームによる大会運営＝２千円／日（何人でも上限２千円）
